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１．都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（都市計画区域マスタープラン）とは

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マス

タープラン）」は、概ね２０年後の都市の姿を展望した上で、都市

計画の目標と土地利用・都市施設など主要な都市計画の決定の方針

などを示しており、政令指定都市を除き各区域ごとに千葉県が決定

しています。

１）都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（都市計画区域マスタープラン）とは

地域の実状に精通している山武市が案を作成
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１．都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（都市計画区域マスタープラン）とは

２）都市計画区域マスタープランの位置づけ

今回、見直し

【出典：千葉県都市づくりビジョン】
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２．都市計画区域マスタープラン見直しの経緯について

千葉県では、これまで人口増加を前提とした都市づくりを目指し

てきましたが、今後は、人口減少、高齢化の進展、防災性の向上、

環境負荷の低減等、都市が抱える課題をはじめ、これからの社会経

済情勢の変化にも対応した都市計画の取組みが必要であることから、

令和7年度を目途に、県内47都市計画区域（48市町村）一斉に都市

計画区域マスタープランの見直しを行うことになりました。

１）都市計画区域マスタープラン見直しの経緯

4



当初策定年月日 ： 平成２４年３月３０日

（旧成東町、旧山武町、旧松尾町、旧蓮沼村の

都市計画区域マスタープランを統合）

令和７年度を目途に改定・見直し

変更年月日 ： 平成２８年５月２７日

（県内一斉見直しによる）

２．都市計画区域マスタープラン見直しの経緯について

２）本市の都市計画区域マスタープラン策定経過
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３．都市計画変更案の概要について

１）見直しの目標と方向性

【出典：千葉県都市づくりビジョン】

千葉県 山武市

〇本計画については、千葉県による広域的な視点からの見直しと併せ、本市
独自の視点から見直しを行い、その内容を盛り込めるよう千葉県との調整
を進めています。
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市内の各地域が連

携・交流する一体

的な都市づくり

既存社会資本を活用し

た歩いて暮らせる集約

型の都市づくり

人々が安心して住み、

災害に強い都市づくり

松尾地区の過疎指

定後の動き

地域固有の自然と文化

を活かした市民協働に

よる都市づくり

周辺都市との連携

により豊かさが高

まる都市づくり

｢ひと｣｢まち｣｢価値｣
をつないで育てる
自立都市さんむ

【山武市都市計画マスタープラン＋松尾地区交流拠点等整備構想】



３．都市計画変更案の概要について

２）見直しの内容（主な見直し箇所（下図赤字部分））
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３．都市計画変更案の概要について

３）見直しの内容（地域毎の市街地像）

〇右図で示されている、地域交流拠点や産業
拠点を中心に将来の市街地像を示します。

【山武市都市計画マスタープラン：将来都市構造図】

【今回の見直し箇所】

〇成東駅周辺、市役所周辺
⇒行政の中心地にふさわしい土地利用を誘導
するとともに、市の玄関口にふさわしい景
観の保全・育成に重点的に取り組む。

〇松尾工業団地を含む一帯
⇒農業環境を保全しつつ、周辺の農業環境と
調和した工業用地の確保を図る。
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新旧対照表
Ｐ４



３．都市計画変更案の概要について

４）見直しの内容（都市づくりの基本方針）

〇地域毎の市街地像を実現するために必要となる都市づくりの基本方針は
次のとおりです。

①人口減少に対応したコンパクトで効率的な都市構造の転換

②社会インフラ等を活用した多様な産業の受け皿の創出による地域振興

③激甚化・頻発化する自然災害への対応

④自然環境の保全と質の高い生活環境の整備

松尾横芝IC周辺

⇒成田空港の機

能強化に伴う産

業振興の促進

山武PA(仮称)

の活用

山武成東IC 周辺

⇒良好な広域アク

セスを生かした土

地利用の誘導

国道126号沿道

⇒交通利便性を

生かした多様な

土地利用の誘導
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新旧対照表
Ｐ６～７



３．都市計画変更案の概要について

５）見直しの内容（土地利用に関する
主要用途の配置の方針）

【山武市都市計画マスタープラン：土地利用方針図】

〇土地利用の現状、課題及び将来の見通し
を明らかにするとともに、各機能の増進
や維持等を実現するために主要用途の配
置を次の３種類に区分し、定めます。

①商業・業務地

②工業地

③住宅地
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新旧対照表
Ｐ８～１１



３．都市計画変更案の概要について

５）見直しの内容（土地利用に関する主要用途の配置の方針）

①商業・業務地として定める地域は次のとおりです。

日向駅周辺地区／成東駅周辺地区／松尾駅周辺地区／埴谷地区／

蓮沼海浜公園周辺地区／国道１２６号沿線地区

うち、今回見直した地域

〇松尾駅周辺地区
⇒地区住民や地区への通勤通学者などの日常生活に必要な商業・サービス施設
の立地を誘導する。

〇蓮沼海浜公園周辺地区

⇒道の駅「オライはすぬま」等を生かした拠点形成の推進や地域住民の生活の
利便性向上と観光客の増加を図る。

〇国道１２６号沿線地区

⇒交通条件と立地条件を生かし、広域的サービスを提供する商業・業務サービ
ス施設が集積する土地利用を図る。
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新旧対照表
Ｐ８



３．都市計画変更案の概要について

５）見直しの内容（土地利用に関する主要用途の配置の方針）

②工業地として定める地域は次のとおりです。

松尾台工業団地／成東工業団地／木原地区／

国道１２６号沿道の琴平地区・八重田地区／

松尾工業団地／松尾横芝インターチェンジ周辺地区／

山武成東インターチェンジ周辺地区

うち、今回見直した地域

〇松尾台工業団地
⇒良好な工業環境の保全を図りつつ、周辺未利用地の利活用の促進及び松尾横
芝インターチェンジからのアクセス道路の拡充など産業拠点としての機能の
増進に努める。
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新旧対照表
Ｐ８～９



３．都市計画変更案の概要について

５）見直しの内容（土地利用に関する主要用途の配置の方針）

②工業地の見直し地域（続き）

〇松尾工業団地
⇒良好な工業環境の保全を図りつつ、周辺未利用地の利活用の促進など産業拠
点としての機能の増進に努める。

〇松尾横芝インターチェンジ周辺地区
⇒成田空港への近接性を生かし、多様な産業を意識した企業誘致等により、新
しい産業を創造する拠点づくりを推進する。

〇山武成東インターチェンジ周辺地区
⇒広域交通へのアクセス性を生かし、多様な産業を意識した企業誘致等により、
新しい産業を創造する拠点づくりを推進する。
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新旧対照表
Ｐ８～９



３．都市計画変更案の概要について

５）見直しの内容（土地利用に関する主要用途の配置の方針）

③住宅地として定める地域は次のとおりです。

埴谷地区／美杉野周辺地区／日向駅周辺地区／

市役所、さんむ医療センター周辺及び成東駅南側商業地隣接地区／

松尾駅周辺地区／八田・松尾・大堤の国道沿道の後背地地区及び松尾富士見台地区／

松尾小学校周辺及び猿尾・松尾・大堤の丘陵斜面周辺地区／

国道１２６号沿道地区（成東駅南側、松尾駅北側、八田地区内の一部を除く）／

主要地方道飯岡一宮線沿道地区／大木地区／成東工業団地東側地区

うち、今回見直した地域

〇松尾駅周辺地区
⇒成田空港の機能拡張に伴い定住人口の増加が期待される地区であることなど
から、移住・定住の受け皿となる一般住宅地として形成を図る。

14

新旧対照表
Ｐ９～１１



３．都市計画変更案の概要について

６）見直しの内容（土地利用の方針）

〇本市の実状に応じて、地区別に土地利用の方針を次のとおり定めます。

①土地の高度利用に関する方針

②用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針

③居住環境の改善又は維持に関する方針

④都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針

⑤優良な農地との健全な調和に関する方針

⑥自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針

⑦秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針

見直し
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新旧対照表
Ｐ１１～１２



３．都市計画変更案の概要について

６）見直しの内容（土地利用の方針）

①土地の高度利用に関する方針

【山武市松尾地区交流拠点等整備構想：松尾地区 交流拠点等整備構想図】

既存の公共公益施設、
都市機能の維持と活用

＋

道路改良等による歩行者
ネットワーク等の整備

＝

松尾駅南側と北側の
一体的な土地利用

【松尾駅周辺地区】
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新旧対照表
Ｐ１１



３．都市計画変更案の概要について

６）見直しの内容（土地利用の方針）

②用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針

【山武市全体の住宅開発地】

地区計画や空家等既存ストックの利活用

建築物等の用途の混在を防止し、居住環境の向上を図る

山武市空家バンク制度の活用
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新旧対照表
Ｐ１１



３．都市計画変更案の概要について

７）見直しの内容（都市施設の整備方針）
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〇都市の将来像を実現するため、以下の施設の整備方針を定めます。

•圏央道の整備と国道１２６号の機能強化

•高速バスや空港シャトルバスの利用促進、鉄道の利便性向上

•誰もが便利に利用できる公共交通ネットワークの形成

基本

方針

• 都市計画道路１３路線及び駅前広場の整備
配置

方針

• おおむね１０年以内に整備を予定する都市計画道路は６路線とし、

新たに「都市計画道路３・４・９和田新泉線」を加えます。

整備

目標

①交通施設（道路、鉄道・バス等）

新旧対照表
Ｐ１３～１６



３．都市計画変更案の概要について

７）見直しの内容（都市施設の整備方針）
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〇都市の将来像を実現するため、以下の施設の整備方針を定めます。

• 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために必

要となる公共施設について整備を図る。

基本

方針

• 既存施設の劣化や災害に備えた強靭性の確保など、様々な問題や課題

に対応するため、新ごみ処理施設の整備を図る。

配置

方針

• おおむね１０年以内に、新ごみ処理施設の整備を予定します。
整備

目標

③その他の都市施設

新旧対照表
Ｐ１８



３．都市計画変更案の概要について

８）見直しの内容（自然環境の整備又は保全に関する方針）
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【緑地等の確保目標水準】

〇公共施設：温熱環境の緩和に資する屋上緑化・壁面緑化の推進

〇民有地：生け垣等の設置等による緑化の推進

〇レインガーデン等のグリーンインフラの導入の促進

〇工業団地等：周辺環境と調和するよう敷地内の緑化を推進

緑地の量の増加を図る

新旧対照表
Ｐ２０



３．都市計画変更案の概要について

８）見直しの内容（自然環境の整備又は保全に関する方針）

21

【都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準】

都市公園

街区公園
３か所

近隣公園
１か所

地区公園
２か所

運動公園
１か所

広域公園
１か所

現状

今後 〇既存の公園・緑地の維持・増進

〇日常的な運動の場、子どもの遊び場となる身近な公園の充実

➢周辺の公園・緑地の配置や規模等の状況を踏まえ、整備を検討

新旧対照表
Ｐ２０



４．今後のスケジュール

令和６年10月９日 都市計画原案の提出

令和７年１月17日 都市計画審議会（山武市）

令和７年２月（予定） 住民意見募集（パブリックコメント）

令和７年４月（予定） 都市計画案の申出

令和７年６月（予定） 案の概要の縦覧

令和７年７月（予定） 公聴会

令和７年10月（予定） 案の縦覧

令和８年１月（予定） 都市計画審議会（千葉県）

令和８年３月（予定） 都市計画決定・告示

本日

22


